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則

　

賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
四
十
号

賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
後
段
」

に
改
め
、
本
則
第
一
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

九
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
本
則
第
二
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二

百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
一
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
十
七
条
―
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
六
条
―
第
二
十

一
条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
―
第
三
十
四
条
」
を
「
第
二
十
二
条
―
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
に
」
を
「
第
二
十
三
条
に
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
削
り
、
第
四
章
中
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
九
条

を
第
十
八
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
第
一
号
中
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
二
十
二
年

法
律
第
十
八
号
）
」
を
、
「
学
び
直
し
支
援
金
」
の
下
に
「
（
大
分
県
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
高
等
学
校
等

の
生
徒
で
、
高
等
学
校
等
に
在
学
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
十
六
月
（
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程

は
四
十
八
月
）
を
超
え
る
も
の
又
は
高
等
学
校
等
に
在
学
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
十
六
月
（
定
時
制
の
課

程
及
び
通
信
制
の
課
程
は
四
十
八
月
）
を
超
え
な
い
も
の
で
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
数
の

合
計
が
七
十
四
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
高
等
学
校
等
を
中
途
退
学
し
た
後
再
び
高
等
学
校
等
で
学
び
直
す
も

の
に
対
し
て
授
業
料
に
相
当
す
る
経
費
を
支
給
す
る
支
援
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第

二
号
中
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
旧
就
学
支
援
金
法
」
と
い
う
。
）
」

に
改
め
、
「
保
護
者
等
」
の
下
に
「
（
旧
就
学
支
援
金
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
を
い
う
。
第

二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

（　金 曜 日　）

令

和

八

年

号　

外

七

月

三

日
五
六

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（ ）



　

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
旧
就
学
支
援
金
法
」

に
、
「
第
三
十
二
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
二
十
二

条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
五
章
中
第
二
十
三
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
す

る
。

　

第
二
十
五
条
を
削
り
、
第
二
十
六
条
中
「
四
の
項
」
を
「
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す

る
。

　

第
二
十
七
条
を
削
り
、
第
二
十
八
条
中
「
五
の
二
の
項
」
を
「
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条

と
す
る
。

　

第
二
十
九
条
中
「
五
の
三
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

　

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
を
削
り
、
第
三
十
二
条
中
「
八
の
項
」
を
「
六
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
旧
就
学
支
援
金
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
七
条
と
す
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
九
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

　

第
三
十
四
条
中
「
十
の
項
」
を
「
八
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
二
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
１
の
㈢
中
「
三
六
○
円
」
を
「
三
七
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
２
の
㈠
の
⑵
中

「
七
、
○
八
九
、
○
○
○
円
」
を
「
七
、
二
五
九
、
○
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
１
の
㈢
中
「
一
、

三
九
○
円
」
を
「
一
、
四
八
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
㈢
の
イ
の
表
中
「
二
○
、
三
○
○
円
」
を
「
二

○
、
九
○
○
円
」
に
、
「
二
六
、
一
○
○
円
」
を
「
二
六
、
九
○
○
円
」
に
、
「
三
八
、
七
○
○
円
」
を

「
三
九
、
九
○
○
円
」
に
、
「
四
六
、
二
○
○
円
」
を
「
四
七
、
六
○
○
円
」
に
、
「
五
八
、
五
○
○
円
」

を
「
六
○
、
三
○
○
円
」
に
、
「
八
、
五
○
○
円
」
を
「
八
、
八
○
○
円
」
に
、
「
三
三
、
七
○
○
円
」

を
「
三
四
、
七
○
○
円
」
に
、
「
四
三
、
五
○
○
円
」
を
「
四
四
、
八
○
○
円
」
に
、
「
六
○
、
六
○
○

円
」
を
「
六
二
、
五
○
○
円
」
に
、
「
七
○
、
九
○
○
円
」
を
「
七
三
、
一
○
○
円
」
に
、
「
八
九
、
三
○

○
円
」
を
「
九
二
、
一
○
○
円
」
に
、
「
一
二
、
三
○
○
円
」
を
「
一
二
、
七
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の

三
の
㈢
の
ロ
の
表
中
「
六
、
七
○
○
円
」
を
「
六
、
九
○
○
円
」
に
、
「
八
、
九
○
○
円
」
を
「
九
、
二
○

○
円
」
に
、
「
一
三
、
四
○
○
円
」
を
「
一
三
、
八
○
○
円
」
に
、
「
一
六
、
三
○
○
円
」
を
「
一
六
、
八

○
○
円
」
に
、
「
二
〇
、
五
○
○
円
」
を
「
二
一
、
一
○
○
円
」
に
、
「
二
、
九
○
○
円
」
を
「
三
、
○
○

○
円
」
に
、
「
一
〇
、
七
○
○
円
」
を
「
一
一
、
○
○
○
円
」
に
、
「
一
四
、
○
○
○
円
」
を
「
一
四
、
四

○
○
円
」
に
、
「
一
九
、
九
○
○
円
」
を
「
二
○
、
五
○
○
円
」
に
、
「
二
三
、
六
○
○
円
」
を
「
二
四
、

三
○
○
円
」
に
、
「
二
九
、
八
○
○
円
」
を
「
三
○
、
七
○
○
円
」
に
、
「
三
、
九
○
○
円
」
を
「
四
、
○

○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
１
の
㈡
中
「
五
三
、
九
○
○
円
」
を
「
五
六
、
四
○
○
円
」
に
改
め
、
同

表
の
七
の
２
の
㈡
の
⑴
中
「
七
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
五
七
、
○
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
２

の
㈡
の
⑵
中
「
三
五
八
、
○
○
○
円
」
を
「
三
六
七
、
○
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
九
の
㈢
の
⑵
中

「
五
、
五
○
○
円
」
を
「
五
、
八
○
○
円
」
に
、
「
五
、
八
○
○
円
」
を
「
六
、
一
○
○
円
」
に
、
「
六
、

三
○
○
円
」
を
「
六
、
六
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
の
㈢
中
「
二
三
二
、
二
○
○
円
」
を
「
二
三
九
、

四
○
○
円
」
に
、
「
一
八
五
、
七
○
○
円
」
を
「
一
九
一
、
五
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
２
の
㈣

の
⑴
中
「
三
、
七
○
○
円
」
を
「
三
、
八
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
２
の
㈣
の
⑵
中
「
五
、
九
○

○
円
」
を
「
六
、
一
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
二
の
㈡
中
「
一
四
三
、
九
○
○
円
」
を
「
一
四
八
、
六

○
○
円
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
１
の
㈠
中
「
二
三
、
七
○
○
円
」
を
「
二
四
、
五
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１

の
㈡
中
「
一
六
、
六
○
○
円
」
を
「
一
七
、
二
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈢
中
「
一
六
、
一
○

○
円
」
を
「
一
六
、
七
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈣
中
「
一
六
、
四
○
○
円
」
を
「
一
六
、
九

○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈤
中
「
一
六
、
三
○
○
円
」
を
「
一
六
、
八
○
○
円
」
に
改
め
、
同

表
の
一
の
１
の
㈥
中
「
一
五
、
二
○
○
円
」
を
「
一
五
、
八
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈦
中

「
一
六
、
四
○
○
円
」
を
「
一
七
、
○
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈧
中
「
一
五
、
二
○
○
円
」

を
「
一
五
、
九
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈨
中
「
一
五
、
三
○
○
円
」
を
「
一
五
、
八
○
○

円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈩
中
「
一
五
、
九
○
○
円
」
を
「
一
六
、
五
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の

一
の
１
の
�十一
中
「
一
四
、
九
○
○
円
」
を
「
一
五
、
五
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
�十二�
中
「
一

六
、
四
○
○
円
」
を
「
一
六
、
九
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
�十四
中
「
二
七
、
○
○
○
円
」
を

「
二
八
、
三
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
�十五�
中
「
二
六
、
八
○
○
円
」
を
「
二
八
、
○
○
○
円
」

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
�十六�
中
「
二
六
、
三
○
○
円
」
を
「
二
八
、
○
○
○
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



　

大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
手
続
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
三
号

大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
手
続
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

規
則

　

（
大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則　

　

第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
中
「
認
定
書
」
を
「
認
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
六
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主

　

務
養
護
教
諭
」
を
加
え
る
。

　
　

附
則
第
六
項
の
表
の
附
則
第
三
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

条
例
別
表
の
第
二

の
六

条
例
別
表
の
第
二
の
一
に
よ
り
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の

資
格
を
有
す
る
者

特
定
理
学
療
法
士
等

　
　

附
則
第
六
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
六
項

条
例
別
表
の
第
二
の
一
に
よ
り
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の

資
格
を
有
す
る
者

看
護
師
等

　
　

附
則
第
六
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

条
例
別
表
の
第
二
の
一
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
り
、
当
該
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又

は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
一

歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関

す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ

て
当
該
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８　

条
例
別
表
の
第
二
の
六
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
看
護
師
等
の
い

ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
幼
稚
園
型
認
定

こ
ど
も
園
等
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
（
同
表
の
第
二
の
六
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を

行
う
者
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
２
中
「第

８
条
第
１
項

」
を
「第

７
条
第
１

項

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
規

則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
中
「
第
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
養
護
教
諭
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
八
項
中
「
附
則
第
四
項
」
を
「
条
例
第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
五
号
及
び
附
則
第
四
項
」　

に
、
「
条
例
第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
」
を
「
同
表
備
考
第
一
号
」
に
改
め
、
「
者
を
」
及
び　

「
当
該
」
の
下
に
「
特
定
理
学
療
法
士
等
、
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
、
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９　

条
例
第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
五
号
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び

看
護
師
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
同
表

備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
（
同
表
備
考
第
五
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。
）

に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
等
の
認
定
手
続
等
に
関
す
る
規
則

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

大
分
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
四
十
四
号

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



大
分
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
規
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
四
十
五
号

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
大
分
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
総
合
競
技
場
」
を
「
又
は
総
合
競
技
場
」
に
改
め
、
「
又
は
駐
車
場
を
利

用
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
総
合
競
技
場
」
を
「
又
は
総
合
競
技
場
」
に

改
め
、
「
、
又
は
駐
車
場
を
利
用
さ
せ
る
と
き
」
を
削
る
。

　

第
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
駐
車
場
の
利
用
の
申
込
み
等
）

第
四
条
の
三　

駐
車
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
自
動
車
登
録
番
号
標
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
車
両
番
号
標
及
び
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
五
十
一
条
第
三
項
の
標
識
（
次
項
に
お
い
て
こ

れ
ら
を
「
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
認
識
す

る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
備
え
た
入
口
か
ら
自
動
車
を
入
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
自
動
車
を
入
場
さ
せ
た
者
は
、
当
該
駐
車
場
の
利
用
の
申
込
み
を
行
つ
た
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
当
該
駐
車
場
を
利
用
さ
せ
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
当
該
自
動
車
を
入
場
さ
せ
た
者
に
利
用
券
（
第
三
号
様
式
の
五
）
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
使
用
料
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
使
用
料
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
駐
車
場
を
利
用
す
る
者
（
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
利

用
券
の
交
付
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
駐
車
場
か
ら
自
動
車
を
退
場
さ
せ
る
ま
で
に
使
用
料

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
四
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「多

目
的
広
場

」
を
「多

目
的
広
場

（競
技
内
容

：

　
　
　
　
　

）
」

に
、
「試
合

」
を
「時

間

」
に
、
「冷

房
設
備

」
を
「冷

暖
房
設
備

」
に
、

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「　
　
　
　
　

」
を

「　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
及
び
（
そ
の
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四



第
３
号
様
式

（そ
の
２

）及
び

（そ
の
３

）

　
削
除

　

第
三
号
様
式
の
四
（
そ
の
二
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
３
号
様
式
の
５

（第
４
条
の
３
関
係

）

第
四
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「平

成

」
、
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
分
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
（
そ
の

三
）
、
第
四
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
五
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
訓　

令　

甲

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
号

本　
　
　
　
　
　

庁　

地

方

機

関　

議
会
事
務
局　

人
事
委
員
会
事
務
局　

監
査
委
員
事
務
局　

教

育

庁　

警

察

本

部　

　

職
員
賠
償
責
任
等
審
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
」
に
改
め
る
。

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
八
年
七
月
三
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
訓
令
甲
）

五


